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1． 事業者名及び代表者名
　1)事業者名：有限会社　晃永製作所
　2)代表者名：代表取締役　　柳津　慎介

2． 所在地

名　称 延床面積

本社工場 825㎡ 今回の認証対象

塗装工場 805㎡ 今回の認証対象

3． 環境管理責任者、事務担当者の氏名及び連絡先

　1)環境管理責任者　　　鈴木　利光 TEL      　055-923-5360

　2)事務担当者　　　　佐野　浩子　　田中　美佐　E-mail    t.yanagizu@bz04.plala.or.jp

4． 事業の概要

板金及び塗装製造業

5． 事業規模
2022年10月１日現在

項　目

売上高 全社　　5億0,000万円

全社　　26名

(内訳：　本社工場　16名、塗装工場　10名）

6． 事業年度 　毎年　10月 １日～翌年9月 30日

7． レポートの対象期間及び発行日

1)対象期間：2021年10月１日～2022年9月30日

2)発行日：2023年2月7日

8． 対象範囲（認証・登録範囲）

1)活動：板金製造業及び塗装製造業

－１－

内　　　　　容

従業員数

2)対象組織：本社工場及び塗装工場

１．　組織の概要

所　在　地 備　考

　静岡県沼津市西沢田231番地
の1

　静岡県駿東郡清水町八幡23番
地



１．
１）
２）
３）
４）

２． 環境関連法規制等の遵守

３． 環境に配慮した製造活動

４． 環境経営の継続的改善
環境に配慮した製造活動を中心に環境経営の継続的改善を行います。

５． 環境コミニュケーションの実施
１）

２）
します

制定年月日 2020年　10月　1日（4版）

有限会社　 晃永製作所
代表取締役　柳津　慎介 　　

－２－

社内においては、全従業員に環境方針を周知し、全社員参画による取組を目指

２．　環境経営方針

　当社は、有限会社晃永製作所の社是・社訓、経営理念に基づき、本業である板金及び
塗装製造業務を通じて、地球温暖化問題への取り組みや地域の環境活動に自主的・積
極的に取り組みます。安全で安心していただける商品を効率よく、タイムリーにお客様に
提供することが当社の一番の環境対策と考えて、従業員一丸となって継続的に改善活動
に取組んでまいります。

[基本方針]

有限会社　晃永製作所　環境経営方針

[環境理念]

環境に配慮した製品作りを推進します。

　当社は環境理念に基づき、以下の基本方針を定め、継続的な環境経営を展開します。

社外に環境活動レポートを公開し、利害関係者のみならず社会とのより良い
コミュニケーションを図って行きます

二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、総排水量等の削減に努めます

環境関連法規制を遵守します

電気、軽油、ガソリン等の使用量削減に努めます
３R活動の展開による廃棄物の削減に努めます
節水活動による水使用量の削減に努めます
化学物質の適正使用に努めます



　　改訂日　2023年2月7日
作成者　柳津　慎介

対象範囲：板金・塗装工場

五十嵐　優

＜関係者の権限と役割＞

社長
① 環境経営全般に関する責任と権限
② 環境経営に必要な資源の準備
③ 環境経営システム全体の評価と見直し
④ 環境管理責任者の任命
⑤ 経営の課題とチャンスの明確化

環境管理責任者
① 環境経営システム全般の運用・管理
② 環境目標及び環境活動計画の作成
③ 取組状況の社長への報告
④ 環境活動レポートの作成

ＥＡ２１事務局
① 環境負荷データ等の集計
② 環境目標・環境活動計画の進行管理
③ 「環境負荷」及び「環境への取組」の自己チェックの実施
④ 環境管理責任者へ取組状況の報告
⑤ 法規制の遵守状況チェック
⑥ 文書・記録の管理

各部門長
① 部門の環境活動計画の実施
② 部門データの集計
③ 部門の問題点把握と是正対策の実施
④ 部門取組状況の事務局への報告
⑤ 部門の従業員教育

その他の従業員
① 自分の役割を守りエコアクション21活動を推進する

－３－

工場長
板金工場

塗装部
主任

松浦　俊弥

板金工場 塗装部

柳津　慎介

環境管理責任者

神尾　崇

鈴木　利光

渡邊　直幸

主任

佐野　浩子

ＥＡ２１事務局

３．実施体制

板金工場
主任

赤池　篤

代表取締役

（総務部）

田中　美佐

主任



基準年度

2020年10月～2021
年9月度

2021年10月～2022
年9月

2022年10月～2023
年9月

2023年10月～2024
年9月

㎏-CO2 310,175 －2％ －3％ －4％

電力 kWh 533,835 －2％ －3％ －4％

ガソリン L 2,275 －2％ －3％ －4％

軽油 L 5,068 －2％ －3％ －4％

A重油 L 8910 －2％ －3％ －4％

プロパンガス kg 7,007 －2％ －3％ －4％

産業廃棄物 t 13.0 －2％ －3％ －4％

一般廃棄物 kg 653.0 －2％ －3％ －4％

㎥ 250 －2％ －3％ －4％

kg 2103 -2% －3％ －4％

件 2579 -2% －3％ －4％

2. 年度及び運用期間（2021年10月〜2022年9月）の環境目標

基準期間

2020年10月～2021
年9月

基準値 目標削減率 目標値

㎏-CO2 310,175 -2% 303,972

kWh 533,835 -2% 523,158

L 2,275 -2% 2,230

L 5,068 -2% 4,967

L 8910 -2% 8,732

kg 7,007 -2% 6,867

産業廃棄物 t 13.0 -2% 13

一般廃棄物 kg 653.0 -2% 640

㎥ 250 -2% 245

kg 2103 -2% 2,061

件 2579 -2% 2,527

＜備考＞

(1)

(2) 「環境に配慮した製品づくり」は、平成31年度から数値目標の設定を行う。

－４－

廃棄物排出
量

水使用量

化学物質使用量

有人運転稼働時間

「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、中部電力ミライズ（2020年度）調整後排出係数の「0.377㎏-CO2/kWh」
を使用した。

二酸化炭素排出量

内訳

電力

ガソリン

軽油

A重油

プロパンガス

有人運転稼働時間

中期目標（削減率等）

二酸化炭素排出量

内訳

廃棄物排出
量

項目 単位

運用期間

2021年10月～2022年9月

水使用量

化学物質使用量

４．環境経営目標

1. 短期・中期の環境目標

環境目標は、2020年度を基準年とした基準年比で示す。

項目 単位



1.　運用期間の環境目標の実績と評価

基準期間

2020年10月～
2021年9月

基準値
目標

削減率
目標値

実績
削減率

実績値 評価

㎏-CO2 310,175 -2% 303,972 -13.0% 269,882 ○

kWh 533,835 -2% 523,158 -3.1% 517,129 ○

L 2,275 -2% 2,230 -32.4% 1,539 ○

L 5,068 -2% 4,967 17.2% 5,938 ×

L 8910 -2% 8,732 23.5% 11,000 ×

kg 7,007 -2% 6,867 24.7% 8,735 ×

産業廃棄物 t 13.0 -2% 13 -66.9% 4 ○

一般廃棄物 kg 653.0 -2% 640 0.3% 655 ×

㎥ 250 -2% 245 -16.4% 209 ○

kg 2103 -2% 2,061 -5.8% 1,981 ○

時間 2579 -2% 2,527 -3.7% 2,484 ○

＜備考＞削減比率は、目標値に対する削減量の割合である。

2.　目標未達成項目の是正処置

・未達成項目重点において、達成できるように努める。その他項目は継続して達成出来るようにする。

－５－

プロパンガス（LPG）

3.　次年度目標　　（ 変更なし）

社内製品の塗装比率が多くなり、塗装
のフォークリフト稼働率が増えた（変更な
し）。

廃棄物排出量

水使用量

化学物質使用量

有人運転稼働時間（年間）

目標未達成項目 今後の是正処置未達成の原因

二酸化炭素排出量

内訳

電力

ガソリン

軽油

A重油

プロパンガス（LPG）

５．　環境経営目標の実績とその評価

　前年同月比実績をベースに、運用期間の実績・評価 を以下に示す。

項目 単位

運用期間

2021年10月〜2022年9月

裏紙を積極的に使用する。ストレッチフィ
ルムによる過剰梱包を減らす。

一般廃棄物
紙やストレッチフィルムの使用が増え

た。

県外の客先が増加したため移動距離が増え
た。仕事量の増加により、出荷する物量も多
くなり、移動回数が増えた。

トラック走行ルートの打ち合わせにより無
駄な配送を減らす。出荷時、荷台の無駄
なスペースを無くし、移動回数を減らす。

A重油
社内製品の塗装比率が多くなり、ボイラー稼
働時間が増えた。

重油ボイラーから電気ボイラー設備への
変更検討する。

製品置き場所を決め、フォーク移動回数
を減らす（変更なし）。

軽油



A ○

B ○

C ○

A ○

B ○

C ○

A ○

B ○

C ○

D ○

E △

F ○

G ○

A ○

B ○

C ○

A △

B ○

C △

D 鈴木 △

A ○

B ○

A

フォン ○

B
佐野 ○

＜備考＞

(1) 取組期間の評価は2021年10月～2022年9月の実績評価である。

(2) 評価判定：○（良くできた）、△（まあまあできた）、×（できなかった又は実施が見送られた）

－６－

継続

６．　環境経営計画とその評価／次年度の環境経営計画

（運用期間：2021年10月～2022年9月）

環境活動項目 責任者 評価 コメント
今後（次年度）
の取組内容

二酸化炭素
の削減

運
転
管
理

不必要なアイドリングの禁止

神尾

・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞはｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ機能を
使うようにしている
・冷暖房は使用を控えている 継続運転日報の記載・走行キロ数の記載

低冷房運転の励行

空
調
等

エアコンの設定温度を夏季28℃、冬季20℃に設定

佐野
鈴木

・前半は時期的にエアコンの使用はな
かったが、計画通りに実施できた
・設定温度を意識している
・エアコンのつけっぱなしの注意喚起を
徹底する

継続空調フィルターの定期清掃（夏前、冬前　２回／年）

不必要な空調の停止

工
場
・
事
務
所

消灯の徹底 ・昼休み時に電灯の消灯を実施し
ている
・ﾌｨﾙﾀ-の清掃を定期的に行ってい
る 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
不具合が発生した時、報告書を作
成し、従業員全員に周知させ、再発
防止に取り組んだ
・製品に表示（検査、完成等）する
ルールを設けた
・まず基本の3Sを徹底するように周
知させた

継続

高効率照明の採用

コンプレッサ－のフィルタ清掃

未使用設備の電源OFF

不良品の削減

継続
封筒などの再利用

廃棄物の分別とリサイクル

破材の管理と再利用

水使用量の削減

洗車時の節水

佐野
鈴木

・上水の水もれは定期的に確認
・節水は標示をしたことで意識が高
められた 継続水もれ点検の実施

継続

化学物質
購入量・使用量の把握

渡邊直

・紛体塗装の量を徐々に増やしている
がウレタン塗装の膜厚要求が厚い製品
が増えたため溶剤塗料の使用が増えた

継続
使用量削減の検討

環境に配慮した
取り組み

無人運転稼働時間の向上 無人運転可能な設備を導入した。
終業時刻より無人運転をスタートさ
せ、残業時間の減少に努めた

五十嵐
赤池
松浦

佐野
鈴木

近隣道路清掃 ・月2回、工場周辺道路の清掃が定
着した

廃棄物の削減

コピー用紙の両面使用 ・コピ-用紙、封筒などの再利用を
周知
・使用済みの段ボール箱を再利用
するように周知させた
・大きい破材を早い段階で使用し、
溜め込まないようにする

節水表示の設置

５S活動の実施



1.　社内の取組み事例（掲示、表示で見える化実施）

　　　ごみの分別で処理時のCO2削減

　掃除当番・ゴミ当番管理

2.　地域とのコミュニケーション活動事例

周辺地域の清掃活動への参加

－７－

７．　当 社 の 取 組 み

　無災害記録表による労災撲滅 　　　　　不良品削減対策

社内注意書きで社員の意識づけ　　節水への意識改善



1. 環境関連法規等の遵守状況

当社に適用される環境関連法規等の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。
評価日　2023年2月7日 評価者　環境管理責任者 鈴木

条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 遵守結果

第5条 規制基準値の遵守 騒音の測定（市及び自主検査） ○

第6条 特定施設の届出 コンプレッサー：5台 ○

第8条 特定施設の数等の変更の届出 変更無し ○

第5条 規制基準値の遵守 騒音の測定（市及び自主検査） ○

第6条 特定施設の届出 金属加工機械(液圧ﾌﾟﾚｽ.ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ-） ○

第8条 特定施設の数等の変更の届出 届出内容の変更無し ○

第10条 浄化槽の保守点検及び清掃に実施 保守点検及び定期清掃の実施 ○

第10条の2 浄化槽の使用開始報告書の提出
使用開始から30日以内に県知事へ
提出

○

第11条
指定検査機関による水質に関する
検査の実施

法定検査の実施（１回／年） ○

第6条の2第6項
一般廃棄物の収集運搬業者への委
託処理

市条例の収集・処理基準の遵守 ○

第12条第2項 産業廃棄物の適正保管 保管基準の遵守、保管場所の表示 ○

第12条第5項 産業廃棄物の委託処理
収集運搬及び処分許可業者への委
託

○

第12条第6項
運搬又は処分を委託する場合の処
理基準の遵守

処理業者と契約契約書の締結 ○

水質汚濁防止法 第12条 排水の水質基準 委託業者の測定結果の確認 ○

フロン排出抑制法 第16条 点検及び簡易点検
事業用エアコン、冷却設備の簡易点
検

○

PRTR法 第4条 特定化学物質の管理
特定の化学物質の管理(使用、保管、
在庫）

○

第9条の4
少量危険物 及び指定可燃物の貯蔵
及び取扱基準

・市町村条例で定める
・指定可燃物：紙屑、プラスチック類
等

○

第11条 指定数量以上の危険物保管の届出
指定数量以上の危険物の保管の消
防署への届出

○

第13条
危険物の取扱作業に関して保安の
監督

危険物取扱者の設置 ○

第17条の3 消防用設備等の点検及び報告 消火設備の定期点検 ○

第52条 騒音基準の遵守義務 ○

第53条 騒音特定施設の届出
空気圧縮機（原動機の定格出力が
4kw)

○

第55条 騒音特定施設変更の届出 ○

第82条 産業廃棄物管理責任者の設置 ○

第10条 委託先の実地確認と記録の保存 現地確認記録の保管 ○

環境基本法 第8条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 ○

地球温暖化対策推進法 第5条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 ○

循環型社会形成推進基本法 第11条 廃棄物の３R及び適正処理の推進 廃棄物の分別、行政への協力 ○

リサイクル法（資源の有効な利
用の促進に関する法律）

第4条
指定再資源化製品のリサイクルへの
協力（適正廃棄）

パソコン、小型二次電池等の廃棄時 ○

2. 違反、訴訟等の有無
　　　 当社に対し関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟は過去4年間ありませんでした。

－８－

静岡県条例

静岡県生活環境の保全等に関
する条例

静岡県産業廃棄物の適正な処
理に関する条例

責務
・

努力
法令

８．　環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

法律・条例

義務

法令

騒音規制法

振動規制法

廃棄物処理法（廃棄物の処理
及び清掃に関する法律）

消防法

浄化槽法



１．想定及び対応策

ただちに作業停止

周囲の助けを呼ぶ

重量物を速やかに移動させる

応急処置を施す

必要に応じて119番通報する

作業手順の教育・徹底

重量物取扱いの教育・周知徹底

救急箱の設置・表示

吊り具点検

119番通報の表示

２．訓練結果

－９－

想定結果 材料（厚板9、12ミリ）仕込み中に手が挟まり、ケガをした

対応策
（緩和手順を

含む）

予防手順

訓練の想定及
び訓練内容

応急処置・手順通りに実施し、ス
ムーズに対応できるか、確認した。

対応策の改
訂の必要性

対応策の検証
結果

特記事項

上記対応策に問題はなかった。

本社工場

現場作業中にケガが発生したと想定し、応急処置・手順通りに実施し、スムーズに対応
できるか、確認すること

鈴木、五十嵐、佐野

実施場所

写真貼付け欄

実施日時
2022年5月20日　（AM８時30分～9

時）
参加者

特になし

使用器具 ヘルメット、救急箱

９． 緊急事態の想定・対応策及び訓練結果



　実施体制においては、環境管理責任者を通し、各自の役割、責任及び権限を全従業員に
再度周知し、エコアクション２１の取組が、企業経営者のみならず個々の従業員にとっても
有意義なものとなるよう、進めていきたいと考える。

2023年　1月　30日

１０．　代表者による全体の評価と見直し・指示

2021年10月から2022年9月運用の取組について、環境経営方針、環境経営目標及び環境
経営計画、実施体制を含めた実施状況等について評価を行った。

　環境経営方針については問題ないと判断した。

　環境経営目標及び環境経営計画については、全体的に良好であると思う。しかしながら塗
装工場の本格稼働と売り上げの上昇に伴い軽油、重油の使用料が増加していることが気に
なる点となった。今後はいかに環境を考慮しつつ売り上げを意識するかが焦点となる。

溶剤塗料から粉体塗料への切り替えを積極的に行ったことで売り上げ増加に反し化学物質
使用料が減少したことが非常に大きな成果だと考える。しかしながら製造量の増加に伴い
下処理槽のを湧かす重油の使用料の増加が目立った。重油ボイラーから電気ボイラーへの
設備投資を検討していこうと思う。軽油については引き続き配送経路の打ち合わせの徹底
を指示した。

　取組を進めて行く上では、従業員の意識改革が何よりも重要なことから、社員教育を含め
た社内コミニュケーションの充実を図ることが大切である。

有限会社　晃永製作所

代表取締役社長　　柳津　慎介

・代表者による指示

①方針 , 目標 , 活動計画 実施体制は継続とする。

②可能な限りの溶剤塗料から粉体塗料への切り替えを指示した。

－１０－



作成・管理担当：

住所

連絡先

　環境コミュニケーション受付表

NO. 情報入手日 情報種類 通報者 通報方法 内容
回答の
必要性

対応内容

1 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

2 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

3 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

4 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

5 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

6 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

7 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

必要・不要8 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

環境に関するクレ－ムはありませんでした


